
意   見   書 

 
令和  年  月  日 

北九州市長 武内 和久 様 
 

住  所                       
氏  名                       
生年月日                       
T E L                       

 
 北九州広域都市計画事業旦過地区土地区画整理事業の事業計画（第二回変更）（案）につ

いて、意見書を提出します。 
 

意見書の提出にあたって 
1 意見書はできる限り具体的に書いてください。 
2 意見書は令和７年１１月１２日（水）までに到着するように提出してください。 
3 意見書の提出先 

    北九州市 都市整備局 河川公園部 神嶽川旦過地区整備室 
    （〒802-0082 北九州市小倉北区古船場町１番３５号 TEL：093-511-7123） 

意見書の提出は、縦覧に供された事業計画（変更部分）が対象となります。 
意見書の内容によっては都市計画審議会に付議されない場合があるため、 

ご了承ください。 
 
1 利害関係を明確にするため、以下のいずれかの項目に○をお願いします。 

① 施行区域内の土地（建物）所有者、借地権者、借家人 
② 施工区域周辺の土地（建物）所有者、借地権者、借家人 
③ その他（内容：                             ） 

※③については、どのような利害関係をお持ちかご記入ください。 
 
2 意見内容（具体的内容） 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         



                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         


